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はじめに 

       

平成２９年度、湯川村は合併６０周年を迎え、７月１日に記念式典を開催しました。 

教育委員会では、記念事業として、８月に「大相撲千賀ノ浦部屋夏合宿 in 湯川村」、９

月に「合併６０周年記念村民運動会」１０月に「子ども議会」を実施しました。あらため

て、この６０年の村政を振り返るとともに将来を見据えた村づくりの重要性を認識したと

ころであります。 

教育行政においては、基本目標を「笑顔で学ぶ心豊かなむらづくり」とし、「幼児教育の

充実」「学校教育の充実 」「社会教育、芸術・文化活動の推進」「文化財の保護と活用」「ス

ポーツ・レクリエーションの振興」の５つの基本項目について重点施策を設定して各種事

業を推進しました。 

平成２９年度の主な重点事業については、本報告書に詳しく記載しましたが、主なもの

は、次のとおりです。 

○ 保育・教育環境の整備においては、保育所のエアコンや外灯の設置、幼稚園駐車場

外灯の設置のほか、勝常小学校へのエアコン設置、笈川小学校特別教室照明の LED化、

中学校トイレの暖房洗浄洋式化、児童クラブへの座卓設置など、計画的に進めました。 

○ 質の高い保育・教育を進めるため、保育所へ正職保育士を１名、幼稚園へ特別支援

対応の講師１名を新たに配置するとともに、幼保の主幹の人事交流を図りました。 

  教育支援員として両小学校へ配置しているスクールサポーターが児童の在校時間に

合わせて活動できるよう７時間勤務に改善しました。 

  中学校の ALT の早期退職に伴う後任人事を速やかに進め、８月１日から配置しまし

た。また、日本語が困難な新ＡＬＴへの支援、中学校の英語活動の指導にため、村内

在住の外国出身者の活用を図りました。 

  児童クラブの支援員は、これまでの２名体制から３名体制とし、きめ細かな指導を

行うよう努めました。 

○ 社会教育においては、新たに社会教育主事１名を配置し、生涯学習の充実、集落の

元気づくりに努めたほか、村営テニスコート管理棟改修や駐車場白線引きなどを行い、

利用者の利便性を高めました。 

○ 文化財行政においては、下樽川若者定住住宅開発に伴う試掘調査を行ったほか、新

たに勝常寺薬師堂の雨漏り調査、北田城址発掘遺物の整理など新たな事業に着手しま

した。 

この「教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価実施報告書」は、平成２９年

度における教育行政がどのように推進され、どのような成果と課題があったのか、そして、

今後どのように改善を進めていくのかを有識者の知見を活用し、教育委員会が点検・評価

した内容を村議会へ報告するとともに村民の皆様へ公表するものです。 

 

       平成３０年３月 

湯川村教育委員会 
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Ⅰ 教育委員会の点検・評価の概要 

 

１ 点検・評価の趣旨 

  この点検・評価は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）（以

下「法」という。）第２６条の規定に基づき、教育委員会が行う事務の管理及び執行の状況について、

より効果的な教育行政の推進に資するとともに、村民への説明責任を果たしていくことを目的として

行うものです。 

 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条 

  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行状況について点検評価を行い、その結

果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活

用を図るものとする。 

 

  教育委員会では、第五次湯川村振興計画（平成２８年度～平成３７年度）に掲げる項目ごとに当該

年度における重点施策を定めて、各種の施策・事務事業に取り組んでいます。 

  各分野における平成２９年度の重点事業等の執行状況について点検・評価を行い、これを村議会へ

報告し、さらに公表することで教育委員会の責任体制の明確化を図ることを趣旨としています。 

 

２ 点検及び評価者  

   教育長及び教育委員 

 

３ 有識者からの意見の聴取 

   教育に関しそれぞれの分野で活動している下記の団体等から、教育に関する理解と識見を有する

学校職員以外の方の推薦を受け、教育委員会による点検及び評価の素案に対して、客観的な意見を

いただきました。 

№ 団体（組織）等 役 職 等 氏   名 備 考 

１ 湯川村保育所保護者会 会 長 外島 一人 新 

２ ゆがわ幼稚園保護者会 会 長 福地 光紀 新 

３ 笈川小学校ＰＴＡ 会 長 古川 和則 新 

４ 勝常小学校ＰＴＡ 会 長 渡部 義人 新 

５ 湯川中学校ＰＴＡ 会 長 鶴見 裕樹 新 

６ 湯川村文化協会 副会長 佐藤 兵市 新 

７ 湯川村体育協会 会 長 小林 信房 再 

８ 湯川村民生委員協議会 主任児童委員 白岩カヨ子 再 
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４ 点検・評価の対象 

（１） 教育委員会の活動状況 

   ・教育委員会の構成 

・教育委員会の開催状況（議案・報告・協議事項などの案件一覧） 

（２） 教育長及び教育委員の会議及び研修会等への参加状況 

・年度中に教育長及び委員が出席した会議及び研修会等の開催日、名称一覧 

（３） 重点施策の執行状況 

・平成２９年度湯川村教育委員会重点施策に基づく各種事業等 

 

５ 点検・評価の方法 

点検・評価にあたっては、当該年度の重点施策に対して「どの程度達成したか」を観点として、

教育委員会の評価に対する有識者の意見を活用し、総合評価として記述するとともに、重点施策

の達成状況を次の４段階の基準で総合評定を行いました。 

 

評定 評   価   基   準 

Ａ 目標を大きく上回って達成した（達成の見込みである） 

Ｂ 目標のとおり達成した（達成する見込みである） 

Ｃ 目標を少し下回った（下回る見込みである） 

Ｄ 目標を大きく下回った（下回る見込みである） 

 

６ 点検・評価の年間計画 

平成２９年３月 定例教育委員会 

・点検・評価報告書の決定・重点施策策定 

       ４月 前年度点検及び評価報告書の議会提出と村民への公表 

       ６月 点検・評価有識者の推薦依頼と決定 

       ７月 第１回教育委員会点検・評価有識者会議 

          ・委員の委嘱 ・事業計画の提示 

      １２月 第２回教育委員会点検・評価有識者会議 

          ・教育委員会による点検及び評価（自己診断）の素案提示 

・意見集約用紙配付  

  平成３０年１月 有識者の意見集約・教育委員会の総合評価策定 

       ２月 第３回教育委員会点検・評価有識者会議     

          ・点検・評価まとめの報告 

       ３月 点検・評価報告書の村長への報告 

       ４月 議会への報告・公表 

 

７ 公表の方法 

  点検・評価報告書については、公民館等へ配置するとともに村ホームページ等への掲載により公表

します。 
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Ⅱ 教育委員会活動状況の点検・評価 

 

１ 教育委員会の構成   

※ 平成２７年４月１日より新教育委員会制度へ完全移行し、教育長１期 3 年、教育委員１期 4 年の

任期となりました。 

職 名 氏    名 任    期 備  考 

教育長 星 三千男 

①平成 24 年  5 月 28 日～平成 27 年  2 月  6 日 

②平成 27 年  2 月  7 日～平成 27 年  3 月 31 日 

③平成 27 年 4 月  1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

  

委 員 伊藤 幸喜 
①平成 24 年 10 月 20 日～平成 28 年 10 月 19 日 

②平成 28 年 10 月 20 日～平成 32 年  9 月 30 日 
教育長職務代理者 

委 員 遠藤  弘 

①平成 23 年 10 月 11 日～平成 24 年 10 月 19 日 

②平成 24 年 10 月 20 日～平成 28 年 10 月 19 日 

③平成 28 年 10 月 20 日～平成 31 年  9 月 30 日 

  

委 員 櫻井めぐみ 
①平成 27 年 12 月 25 日～平成 29 年  9 月 30 日 

②平成 29 年 10 月  1 日～平成 33 年 9 月 30 日 

※保護者委員 

 

委 員 目黒 成美 ①平成 27 年 12 月 25 日～平成 30 年  9 月 30 日 
※保護者委員 

  

 

２ 教育委員会事務局組織 

     村  長  

  

 議会の同意を得て教育長及び教育委員を任命  

 

                教育委員会事務局 

  

  教 育 長 

 

                           教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会 

 

・教育長 

・委 員（教育長職務代理者） 

・委 員 

・委 員 

・委 員 

 

学校教育係 

○ 幼児教育 

・保育所  ・幼稚園 

○ 学校教育  

・小学校  ・中学校 

○ 放課後児童クラブ  

○ 就学事務 

○ 各種教育 

社会教育係 

○ 生涯学習 

○ 文化財 

○ 生涯スポーツ  

○ 公民館 

○ ユースピアゆがわ 

○ 村営スポーツ施設 
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３ 教育委員会の開催状況 

教育委員会の会議は、法第１４条及び湯川村教育委員会会議規則（昭和３２年３月３１日教育委員

会規則第１号）の規定に基づき開催し、議案審議のほか、法第２５条３項に規定する「委任された事

務又は代理した事務の管理及び執行の状況」について報告を行うとともに、様々な教育行政推進に係

る事項について協議しました。 

会議は、規則に基づき毎月第１木曜日を定例会開催日とし、必要に応じて隣接日に開催しました。 

今年度の会議の開催日時・出席状況、議案・報告事項・協議事項は以下のとおりです。 

 

① 会議の開催日時・出席状況 

会議名 開催日時 出席数 出席率 

４月定例会 ４月 ７日（木）１５時００分～１７時００分 ５ １００％ 

５月定例会 ５月１０日（火）１５時３０分～１６時５３分 ５ １００％ 

６月定例会 ６月 ２日（木）１５時３０分～１７時２４分   ４ ８０％ 

７月定例会 ７月 ６日（木）１５時３０分～１７時３０分 ５ １００％ 

７月臨時会 ７月２６日（水）１５時００分～１６時２７分 ５ １００％ 

 ８月定例会 ８月 ３日（木）１５時３０分～１７時１７分 ５ １００％ 

９月定例会  ９月 ７日（木）１５時３０分～１７時２０分 ５ １００％ 

１０月定例会 １０月 ５日（木）１５時３０分～１７時１７分 ５ １００％ 

１１月定例会 １１月 １日（水）１５時３０分～１７時０５分 ５ １００％ 

１２月定例会 １２月 ７日（木）１５時３０分～１６時４０分 ５ １００％ 

１月定例会 １月１１日（木）１５時３０分～１６時３３分 ５ １００％ 

２月定例会  ２月 ８日（木）１５時３０分～１７時２０分 ５ １００％ 

３月定例会  ３月 ５日（月）１５時３０分～１７時０５分 ５ １００％ 

３月臨時会  ３月２８日（水）１６時３０分～１７時００分 ５ １００％ 
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② 教育委員会の議案・報告事項・協議事項の内容 

 

会議名 議案等 主 な 内 容 

４月定例会 

（4 月 6 日） 

 

 

議案第５９号 湯川村社会教育委員の委嘱について 

議案第６０号 湯川村集落公民館長の委嘱について 

議案第６１号 湯川村社会体育推進員の委嘱について 

報告事項 

・平成２９年３月（第５１４回）定例議会に係る課題と対応 

・平成２８年度学校評価結果の概要について             

・平成２８年度教育の点検・評価報告書について             

・平成２８年度湯川村学力向上推進事業研究集録について          

・平成２９年度教育委員会所管教職員一覧について          

・平成２９年度教育委員会連絡網について               

・平成２８年度湯川中学校進路先一覧について                

・平成２８年度小中学校教職員超過勤務時間について         

・平成２８年度学校管理下における通院事故の状況について      

・平成２８年度放課後児童クラブ登録人数等について         

・平成２９年度生涯学習事業について 

・平成２９年度生涯スポーツ事業について                 

協議事項 ・平成２９年度教育委員会重点施策  

５月定例会 

（5 月 8 日） 

議案第６２号 学校評議員の委嘱について 

議案第６３号 ゆがわ幼稚園運営評価委員の委嘱について 

議案第６４号 湯川村学力向上推進会議委員の委嘱について 

議案第６５号 湯川村教育支援委員の委嘱について 

報告事項 ・湯川村議会議員選挙における教育課題公約について          

・平成２９年４月議会全員協議会における議員各位からの指摘事項    

・東北６県市町村教育委員会連合会論集２０１６の配布について    

・教育委員会要覧の配布について 

協議事項 ・平成２９年度第１回総合教育会議における協議内容（案）について    

・東北６県市町村教育委員会定期総会・研修会への参加について 

６月定例会 

（6 月 8 日） 

 

議案第６６号 ６月議会定例会教育委員会補正予算（案）について 

報告事項 ・６月議会一般質問について                    

・各学校における「教職員多忙化解消計画」について          

・村学力向上推進事業全体計画について              

 ・合併６０周年記念事業「子ども議会」について 

・中体連結果について                         

・学校プールの放射線モニタリングについて               

・合併６０周年記念村民運動会について                

・合併６０周年記念「大相撲千賀ノ浦部屋」夏合宿 in湯川村について   

・村民ハイキングについて                                        
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協議事項 ・第５回総合教育会議の反省について                

・中学校の校旗の新調について                     

・湯川村子どものいじめ防止条例の制定等について          

７月定例会 

（7 月 6 日） 

 

       

議案第６７号 平成２９年度就学援助を必要とする児童及び生徒の審査結果について 

議案第６８号 湯川村教育委員会の点検・評価有識者の委嘱について 

報告事項 ・６月議会の報告について                         

・総合教育会議録について                     

・村政座談会における教育委員会関係質問等について         

・人事評価における教育委員会の目標設定について         

・保育所臨時調理員の募集について                

・新ＡＬＴの受け入れと歓迎会について               

・中体連の結果について                      

・村民芸能発表会について                    

・「大相撲千賀ノ浦部屋」夏合宿の日程等について        

・ふくしま駅伝湯川村選手候補について               

・スポーツ推進委員の表彰について               

・指定文化財管理謝礼基準の追加について              

協議事項 ・湯川村子どものいじめ防止条例について             

・学校給食費の無料化・補助の検討について              

・小学校統合についての内部議論について             

７月臨時会 

（7 月 26 日） 

議案第６９号 平成３０年度使用教科用図書の最落について 

協議事項 ・議会所管調査「湯川村における小学校に現状と課題」について 

・湯川村子どものいじめ防止条例にかかる新たな資料について 

８月定例会 

（8 月 3 日） 

 

       

議案第７０号 幼稚園預かり保育料及び幼稚園給食費の減免について 

議案第７１号 湯川村スクールサポーター（教育相談員）の任用について 

報告事項 ・教職員組合両沼支部教育長交渉について              

・保育所臨時調理員の採用決定について               

・第 1学期小中学校においけるいじめ調査結果について        

・中体連県大会の結果について                   

・放課後児童クラブ夏休みに計画について              

・平成 29年度成人式について                                      

・第 3回ここがふるさと作文コンクールについて            

・第 41回村民運動会について                     

協議事項 ・平成 30 年度保育所受入定数と保育士の確保について 

９月定例会 

（9 月 7 日） 

       

議案第７２号 ９月議会定例会教育委員会関係補正予算（案）について 

議案第７３号 湯川村社会教育委員の委嘱について 

議案第７４号 平成２９年度就学援助を要する児童及び生徒の審査結果について 

報告事項 ・９月議会一般質問について            

・全国学力・学習状況調査結果について          
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・「ふくしま教育の日」教育施設訪問実施要項について       

・交通安全鼓笛パレード実施要項について       

・湯川村子ども議会について                   

・市町村対抗スポーツ大会への参加について             

・堂後遺跡現地説明会について                 

協議事項 ・大相撲夏合宿受入の成果と課題について               

・平成２９年度教育委員視察研修について             

１０月定例会 

（10 月 5 日） 

       

議案第７５号 平成２９年度湯川村教育委員会表彰に係る表彰者の決定について 

報告事項 ・笈川小学校児童けがへの不適切対応について           

・両沼地区教育委員会秋季総会、研修会への参加について        

・中体連新人大会等の結果について                  

・子ども議会の運営について                    

・ふくしま駅伝応援体制について                   

・ここがふるさと少年の主張大会要項について 

協議事項 ・９月議会に係る課題と対応について                 

・特別支援学級設置について                      

・平成３０年度教育行政の運営について                     

１１月定例会 

（11 月 1 日） 

       

報告事項 ・台風２１号時の学校の対応について                 

・児童生徒数・学級数の推移について  

・平成３０年度就学時健康診断の結果について 

・保育所及び幼稚園の募集要項について                

・ふくしま駅伝湯川村選手の決定について              

・市町村対抗軟式野球・ソフトボール大会合同報告会について     

協議事項 ・第６回総合教育会議について 

・「学校へ行こう週間教育施設訪問」から見えた課題と対応について   

１2 月定例会 

（12 月 7 日） 

       

議案第７６号 湯川村社会教育委員の委嘱について 

報告事項 ・１２月議会一般質問について                   

・笈川小４学年児童負傷事故報告書について             

・自由民主党福島県議会議員会移動政調会教育委員会要望について     

・平成２９年度定期監査の結果について               

・中学校新人戦県大会結果について                 

・教育支援委員会答申に基づく就学指導の結果について         

・平成３０年度学級編制について                   

 ・ふくしま駅伝の報告について                    

協議事項 ・平成２９年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価（案）

について 
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１月定例会 

（1 月 11 日） 

       

報告事項 ・１２月議会定例会における課題と対応について   

・第６回総合教育会議 会議録について              

・児童負傷事故に学ぶ「教育長講話』について            

・保育所、幼稚園の臨時職員の募集について             

・平成２９年度ストレスチェック分析結果について          

・学校教育係第２学期いじめに関するアンケート等の結果について        

・平成２９年度Ｑ-Ｕテスト結果について              

・スキー教室の実施について                    

・文化財防火訓練について                      

・第６回「米と文化の里」講演会について   

協議事項 ・勝常・亀ケ代間用水路転落防止網の破損の対応について 

・中学校教員の不適切行動への対応について 

2 月定例会 

（2 月 8 日） 

       

議案第１号 湯川村就学援助要綱の一部を改正する教委告示について 

議案第２号 湯川村社会教育委員の委嘱について 

報告事項 ・平成２９年度福島県学力テストの結果について             

・議会全員協議会説明について                     

・総務文教常任委員会説明について                   

・保育所臨時調理員、保育所臨時保育士、幼稚園講師の採用について   

・平成３０年度幼・小・中英語一貫教育推進計画について                     

・平成２９年度第４２回村民バレーボール大会の開催について     

・村民文化財ツアーについて                     

協議事項 ・平成２９年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価報告

書について 

・教職員の不適切言動に係る経過について                

3 月定例会 

（3 月 5 日） 

 

議案第 ３号 湯川村子どものいじめ防止条例について 

議案第 ４号 湯川村いじめ問題対策連絡協議会等設置要綱に関する教委告示について 

議案第 ５号 湯川村第３子以降幼稚園給食費及び学校給食費免除実施要綱について 

議案第 ６号 湯川村幼稚園給食費徴収規則の一部を改正する教委規則について 

議案第 ７号 湯川村スポーツ推進委員の委嘱について 

議案第 ８号 湯川村文化財保護審議委員の委嘱について 

議案第 ９号 ３月議会定例会教育委員会関係補正予算案について 

議案第１０号 平成３０年度教育委員会関係当初予算案について 

議案第１１号 平成２９年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価実施報

告書について 

議案第１２号 平成３０年度県費負担教職員人事の内申について 

報告事項 ・３月議会一般質問について 

・平成３０年度村自治功労者被表彰候補者の推薦について 

・ゆがわ幼稚園給食調理業務委託業者選考結果について 
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協議事項 ・年度末・年度始の教育委員会関係行事予定について 

・卒業式、入学式等の出席及び告示の割り当てについて 

3 月臨時会 

（3 月 28 日） 

 

議案第１３号 職員の任免について 

報告事項 ・新教育長の議会同意について 

・３月議会の課題と対応について 

・教育長の交際費の公表について 

・教育扶助費の入学用品費の３月支給について 

 

 

４ 教育長及び委員の会議、研修会等への参加状況 

  教育長及び委員が職務上出席した会議や研修会については、以下のとおりです。 

  （※表記：〇教育長 ◎教育長及び教育委員） 

４/  ７（金）◎幼稚園入園式 

 ４/１０（月）○第１回校園長会 ◎校園長会合同歓迎会 

 ４/１１（火）○福島県町村教育長協議会総会、福島県市町村教育長会議 

 ４/１２（水）○農業教材贈呈式 

 ４/１３（木）○議会全員協議会 ○教育委員会事務局歓送迎会 

 ４/１７（月）○域内教育長会議、同懇親会 

 ４/１９（水）○両沼地区町村教育長総会・研修会及び懇親会 

 ４/２４（月）○村体育協会理事会 

 ４/２５（火）○集落公民館長・社会体育推進員合同会議 

 ４/２６（水）○村連合ＰＴＡ総会及び懇親会 

 ４/２８（金）◎勝常念仏踊り 

 ４/２９（土）○湯川村消防団春季検閲 

 ５/ ２（火）○村文化協会評議員会、同懇親会 

 ５/ ８（月）○臨時議会 ◎５月定例教育委員会 

 ５/１１（木）○全国町村教育長協議会総会、研究大会～１２日（金） 

 ５/１５（月）○スポーツ推進員会 

 ５/１６（火）○村校長情報交換会 

 ５/１７（水）○児童クラブ職員会議 ○幼保連携連絡会 

 ５/２２（月）○教育事務所長訪問 

 ５/２３（火）◎市町村教育委員会連絡協議会両沼支会評議員会 

 ５/２４（水）○三町村学校教育指導委員会 

 ５/２５（木）○勝常寺旧境内整備検討委員会 

 ５/２７（土）◎小学校運動会 

 ５/２９（月）◎市町村教育委員会連絡協議会両沼支会春季総会・同懇親会 

 ５/３０（火）○社会を明るくする運動湯川村実施委員会 

 ５/３１（水）○文化財保護審議委員会 

 ６/ １（木）○議会全員協議会 ○学力向上推進委員会  ○村政座談会① 
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 ６/ ２（金）○ふくしま駅伝「希望ふくしま」担当者会議 ○村政座談会② 

 ６/ ３（土）○スポーツ推進委員歓送迎会 

 ６/ ４（日）○壮年ソフトボール大会 

 ６/ ５（月）○村政座談会③ 

 ６/ ６（火）○村政座談会④ 

６/ ８（木）◎第５回総合教育会議 ◎６月定例教育委員会 

６/１０（土）○会津中央薬師杯グラウンドゴルフ大会、同懇親会 

  ６/１３（火）○発掘調査作業員募集説明会 

 ６/１４（水）○第５１６回村６月議会開会～６月１９日（月） 

 ６/１９（月）○６月議会最終本会議、議会懇親会 

 ６/２０（火）○第１回教科書採択地区協議会 

 ６/２１（水）○第２回校園長会・村政座談会報告会 

 ６/２３（金）◎学力向上推進会議授業参観・研究協議会、同全体懇親会 

 ６/２７（火）○児童クラブ連絡会、湯川中学校所長訪問 

 ６/２８（水）○臨時校長会 

 ６/２９（木）○社会を明るくする運動実施委員会 ○教育支援幼小連絡会 

 ７/ １（土）○湯川村合併６０周年記念式典 

 ７/ ２（日）○県民スポーツ両沼大会壮行会 

 ７/ ３（月）○社会を明るくする運動笈川駅街頭指導 

 ７/ ４（火）○青少年健全育成村民会議・人事評価校長面談 

 ７/ ５（水）○第 1回教育支援委員会 

 ７/ ６（木）◎７月定例教育委員会 

７/ ８（土）○全会津中学生女子親善ソフトボール大会（教育次長） 

７/１０（月）○湯川中学校要請訪問 

７/１１（火）○笈川小学校・勝常小学校所長訪問 

７/１２（水）○第２回会津採択地区協議会 ○教職員組合両沼支部教育長交渉 

７/１７（月）○村民芸能発表会・懇親会 

７/１８（火）〇教育の点検・評価有識者会議 

７/２２（土）○ふくしま駅伝希望ふくしま第１回練習会 

７/２３（日）○保育所臨調理員採用面接会 

７/２５（火）○社会を明るくする運動両沼地区研修会 

７/２６（水）◎市町村教育委員会会津ブロック研修会 ◎臨時教育委員会 

          ○集落公民館長、社会体育推進員合同会議 

７/２７（木）○議会所管事務調査 

７/２８（金）○転入教職員村内研修 

８/ １（火）○新ＡＬＴ辞令交付式 ○臨時調理員辞令交付 

８/ ３（土）○議会全員協議会 ◎８月定例教育委員会 

８/１５（火）◎湯川村成人式 

８/１７（木）◎大相撲千賀ノ浦部屋夏合宿歓迎式 
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８/１９（水）◎生涯学習講演会 

８/２０（月）○村民グランドゴルフ大会 

 ８/２２（火）◎市町村教育長、教育委員研修会 

８/２３（木）◎第 7回勝常寺の歴史的価値を学ぶ学習会 ◎千賀ノ浦部屋との懇親会            

 ８/２６（土）○村スポーツ少年団指導者交流会 

 ８/２９（火）○文化財保護審議委員会 

 ８/３０（火）○第 3回校園長会 

 ９/ ３（日）◎合併 60周年記念村民運動会 

 ９/ ４（月）○通学路安全推進会議 

 ９/ ５（火）○保育所臨時調理員採用面接会 

 ９/ ７（木）◎９月定例教育委員会 ◎新ＡＬＴ歓迎会 

９/１１（月）○村学力向上推進会議分科会 

９/１２（火）○第 518回定例議会開会～20日（水） 

９/１５（金）○交通安全鼓笛パレード 

９/１６（土）◎市町村対抗野球大会（対西郷村戦）応援 

９/１７（日）○村敬老会 

９/１８（月）○越後と会津を語る会 

９/２１（木）◎堂後遺跡関係者説明会 

９/２３（土）○堂後遺跡現地説明会 

９/２４（日）○役場職員採用面接会 

 ９/２６（火）○堂後遺跡及び勝常寺旧境内調査指導委員会 

 ９/２８（木）○宮村泰明氏作品贈呈式 

 ９/３０（土）◎幼稚園運動会 

１０/ ３（火）○就学時健康診断 

１０/ ５（木）◎教育長・教育委員研修会 ◎10月定例教育委員会 

１０/ ６（金）○市町村対抗ソフトボール大会湯川村村チーム結団式 

１０/ ７（土）○新米ツアー交流会 

１０/ ９（月）○男子スポーツ少年団創立 40周年記念大会 ○村民ゲートボール大会 

１０/１３（金）○第２回湯川村教育支援委員会 

１０/１５（日）○市町村対抗ソフトボール大会（対須賀川市）応援 

１０/１７（火）○ふるさと納税贈呈品第一便出発式 

１０/１８（水）◎子ども議会 ○幼稚園要請訪問 

１０/１９（木）○第２回両沼地区教育長協議会研修会～２０日 

１０/２２（日）○女子スポ少創立３５周年記念大会（次長） 

１０/２３（月）○ＰＴＡ教育講演会 

１０/２４（火）○笈川小学校要請訪問 

１０/２７（金）〇越後と会津を語る会慰労会 

１０/３１（火）◎両沼地区教育委員会秋季総会、研修会 

１１/  １（水）◎学校へ行こう週間教育施設訪問 ◎１１月定例教育委員会 
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１１/ ２（木）○域内教育長会議、同懇親会 

１１/ ３（金）〇湯川中学校紫陽祭 

１１/ ５（日）◎ここがふるさと少年の主張大会、教育委員会表彰式 

１１/ ７（火）○湯川村Ｇ・Ｇ倶楽部懇親会 

１１/１０（金）○第３回湯川村教育支援委員会 

１１/１３（月）〇村戦没者慰霊祭 

１１/１５（水）〇第４回校園長会 

１１/１６（木）○福島県町村教育長協議会研究大会～１７日 

１１/１８（土）○ふくしま駅伝大会開会式 

１１/１９（日）◎ふくしま駅伝大会 

１１/２０（月）○教育委員会所長訪問 

１１/２１（火）〇自民党移動政調会 

１１/２２（水）○地域学校保健委員会 

１１/２３（木）○浜崎壮健クラブ感謝祭 

１１/２５（土）◎市町村対抗軟式野球、ソフトボール合同報告会 

１１/２９（水）〇第３回村学力向上推進会議各部会 ○文化財合同研修会（次長） 

１２/ １（金）〇議会全員協議会 

１２/ ２（日）◎幼稚園発表会 

１２/ ４（月）〇区長会 

１２/ ７（木）◎総合教育会議 ◎１２月定例教育委員会 

１２/１１（月）○第５２０回定例１２月議会開会～１４日（木） 

１２/２１（木）〇第２回点検・評価有識者会議 

１２/２８（木）○仕事納めの式 

１/ ４（木）○仕事始めの式 ○村民新春の集い 

１/ ５（金）〇教育委員会定例会・教育委員会新年会 

１/ ７（日）○湯川村消防団出初め式 

１/１０（水）〇議会全員協議会 

１/１１（木）◎定例教育委員会 ◎教育委員会新年会 

１/１２（金）○議会全員協議会 

１/１３（土）〇ウィンターカップ２０１８バレーボール大会（次長） 

１/１５（月）〇第 1回小学校の在り庁内検討会 

１/１７（水）〇文化財防火訓練事前説明会 

１/２１（日）〇保育所臨時調理員、臨時保育士、幼稚園講師採用面接試験 

１/２３（火）〇第２回組織打合せ会 

１/２４（水）〇文化財保護審議委員会 

１/２５（木）〇第５回校園長会 ○議会新年会 

１/２８（日）◎文化財防火訓練（上樽川 長龍寺） 

１/３０（火）〇勝常寺旧境内整備検討委員会 

１/３１（水）〇社会教育委員の会 
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２/ ２（金）〇ふくしま駅伝「希望ふくしま」決算報告会（次長） 

２/ ６（火）〇議会全員協議会 〇議会総務文教常任委員会 

２/ ８（木）◎定例教育委員会 

２/１３（火）〇小学校の在り方庁内検討会 

２/１８（日）◎第６回米と文化の里講演会 ○調査指導委員会懇親会 

２/１９（月）○勝常寺旧境内調査指導委員会 

２/２０（火）〇村学力向上推進会議 ○第２回点検・評価有識者会議 

２/２２（木）○第３回組織打合せ会 

２/２３（金）○三町村学校教育指導委員会 

３/ １（木）〇議会全員協議会 

３/ ４（日）○勝常女子スポーツ少年団創設３５周年祝賀会 

３/ ５（月）○教職員人事内示、臨時校長会 ◎３月定例教育委員会 

   ３/ ６（火）〇３月議会開会～１５日 

３/１３（火）◎中学校卒業式 

３/１５（木）○３月議会最終本会議 

３/２０（月）◎幼稚園卒園式 

３/２２（木）〇教職員人事異動辞令交付 

３/２３（金）◎小学校卒業式 ○臨時校長会 

３/２４（土）○保育所修了式 

３/２８（木）◎教職員離任式 ◎臨時教育委員会 ◎校園長会送別会 

３/３０（金）○役場職員離任式 
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５ 教育委員会活動状況の点検・評価の結果 

 ○：成果が上がった。概ね達成できた。  ●：努力を要する。検討を要する。 

 

○ 毎月の教育委員会定例会では、提案議案審議のほか、教育長が委任された事務の管理及び執行

の状況についてできだけ詳細に報告するとともに、各種学校行事や社会教育事業へ出席いただく

ことにより、教育委員・教育長・事務局職員の情報共有を図りました。 

○ １１月１日からの「福島県学校へ行こう週間」に合わせ、教育委員及び点検・評価有識者によ

る保育所、幼稚園、小中学校のほか、各種社会教育施設訪問を実施し、理解を深めました。 

特に、当該年度に計画された施設改修の状況を確認するとともに、次年度の教育予算確保につ

いて共通理解を図りました。 

○ 今年度の教育長・教育委員研修は、今後の保育所、幼稚園の施設拡充や改修の基本的な知識理

解を深めるため、先進施設である「北会津子どもの村幼保園」を視察しました。 

建設費７億円の施設ではありましたが、随所に安全性の確保や子ども目線を重視した施設のつ

くりは、次年度以降に推進すべき保育所の拡張改修計画に生かしてまいりたいと思います。 

○ 新教育委員会制度に伴う総合教育会議は、第５回・第６回会議が開催されました。 

「地域学校協働活動」「保育所・幼稚園施設整備の方向性」「小学校の統合問題」「湯川村子ど

ものいじめ防止条例制定」「平成３０年度教育行政の推進」の５点について村長と議論を深めま

した。 

教育委員会が提示した「湯川村小学校適正規模・適正配置検討委員会」の設置については、村

長との調整がつかず、今後とも協議を継続することを確認しました。 

  ● 本年１０月２３日（月）に超大型で強い勢力のまま福島県直撃が予想された台風２１号への対

応として、会津地方では会津若松市と喜多方市が金曜日のうちに小中学校を休校としました。 

    本村の小中学校では、笈川小学校は登校を保護依頼、下校を集団下校としましたが、勝常小学

校は「湯川７-７方式」（登下校ともに保護者依頼）でした。中学校では対応をしませんでした。 

    このため、３校が同じ対応で児童生徒の安全な登下校を確保すべきではないとの意見がありま

した。今後は、各校長の意見を聞き、教育委員会が判断して指示するようにしたいと思います。 

    また、朝７時から夕方７時まで学校を開けて、保護者の車による登下校を行う「湯川７-７方式」

が保護者に認識されていないため、各学校を通じて周知したいと思います。 

● 学校行事において児童の負傷事故への対応において、学校の初期対応や保護者への説明が不適

切だったため、負傷した児童本人はもとよりご家族に不信感を募らせてしまった事例がありまし

た。二度と負傷事故の不適切対応がないよう、教育委員会所管の保育所、幼稚園、小中学校、児

童クラブの先生方の本事例に学ぶ研修を行いました。 

 

◆ 有識者の意見 

○ 全体的に素晴らしい内容だと思います。引き続きお願いいたします。 

○ 教育長及び委員の皆様には、多くの会議や行事に参加いただき感謝申し上げます。 

○ 「湯川７－７方式」について、保護者の認識不足もありますが、児童生徒も認識していないよ

うに感じます。荒天でも学校へは保護者と登校しなければならない事の周知をお願いします。 

○ 毎月の教育委員会の定例会や臨時会において活動がしっかり議論されており情報の共有化が
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されていると感じました。今後も、各種研修会や視察等を行い、教育活動の発展に努めていただ

きたいと思います。 

○ 台風時の対応方法同様に、大雪時などが予想される場合の対応について、12/11 付けにて小学

校長よりあった通知は、村内の小中学校が今後同じ対応をするという認識でよろしいでしょうか。

特に朝などに急な対応が必要になった場合に、ＰＴＡ地区役員との共通認識ができ、混乱を招か

ないような体制になればいいと思います。 

また、祖父母等の対応が可能であるとの見方もありますが、住宅地の新たな造成など、村内で

も、核家族世帯が増える傾向にあります。親の勤務先は村外がほとんどであるため、「これまで

の対応で問題なかったから大丈夫」の考えは注意していかなければと思います。 

○ おおむね達成できたと思います。 

 

【総合評価】             

Ｂ 

今年度は、第５次振興計画２年目の年度としての「教育委員会重点施策」を策定して教育

行政を推進してまいりました。特に、湯川村合併６０周年記念事業として教育委員会が取り

組んだ子ども議会や大相撲夏季合宿の誘致は大きな成果を残すことができました。 

定例教育委員会をはじめ、校園長会、社会教育委員の会、文化財保護審議委員会、スポー

ツ推進委員会においては、積極的な情報提供を行うとともに各委員からそれぞれの立場から

のご意見をいただき、教育行政運営に反映させてまいりました。 

今年度課題となった「湯川７-７方式の理解と周知徹底」や「児童負傷事故対応」は、学

校と教育委員会の連携を一層深めなければならないことを痛感しました。 

また、議会での議論を受けて、平成３０年１月に「小学校の在り方庁内検討会」が役場課

長会で立ち上がったことや議会総務文教常任委員会において小学校の現状や今後のあり方

について説明の機会があったことは、大変有意義だと考えています。 

新たな若者定住住宅の建設により、児童生徒数の増加に対応する学校施設のあり方の検討

や有識者からご指摘をいただいた湯川村の特色ある教育内容の充実は喫緊の課題となって

いますので、今後とも、首長と教育委員会が教育行政の重要事項について調整を図る総合教

育会議を通じて首長と共通理解が図られるよう努力してまいります。 
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Ⅲ 教育委員会重点施策に係る点検・評価 

   

１ 幼児教育の充実 

    

緊急的に対応すべき修繕や保護者要望等を踏まえ、保育及び教育の安全確保や快適性を図る環境

整備を推進するとともに、幼稚園、保育所の幼児数に応じた職員数の確保を図ります。 

子ども一人一人をかけがえのない大切な存在として尊重する幼児教育を推進するため、現職教育

に基づく職員の資質の向上を図るとともに、保育内容及び教育内容の研修に努めます。 

また、幼稚園の預かり保育及び保育所の一時保育を拡充し、村独自の子育て支援を推進します。 

なお、村がする若者定住策に伴う幼児数の増加に対応する保育所及び幼稚園の施設の増築等につ

いて、将来を見据えて、総合的に検討します。 

 

【具体的な事務事業の概要】 

１ 教育環境の充実 

   保育所においては、手洗い場の温水化、玄関ホールへのエアコン設置、駐車場への夜間照明設置、

幼稚園においては、給食調理用スチームオーブンの更新、ステージ用看板新設や駐車場へ外灯設置

など、保育、教育環境の計画的修理や整備を推進します。 

  ・保育所エアコン設置工事費（４６９千） 

・幼稚園駐車場外灯設置工事費（３５９千円） 

２ 職員の確保と資質向上 

保育所において、正職保育士１名採用及び臨時保育士１名増、幼稚園においては、特別支援に対

応できる講師１名増を図ります。また、保幼の人事交流により、職員組織の充実と活性化を図ると

ともに、湯川村職員人事評価制度の活用や研修会への積極的参加により資質の向上を図ります。 

  ・臨時保育士賃金（２４，８３４千円） 

・幼稚園講師賃金（１３．２２４千円） 

３ 保幼・幼小の連携と継続的支援 

  教育委員会が所管する湯川村すこやか子育て支援委員会が発行する「湯川村すこやか支援ファイ

ル」活用の啓発や乳幼児健診時における教育支援員の派遣を通して、困り感や発達遅延の見られる

乳幼児の早期認識を図り、適切な対応を行います。 

  また、小学校入学まで育んでおくべき内容を明確にしたアプローチカリキュラム及び受け入れる

小学校のスタートカリキュラムの実践による幼小連携を推進します。 

４ 子育て支援の拡充 

  幼稚園の預かり保育及び保育所の一時保育を充実させるとともに、小学生に準じる教育扶助や幼

稚園の園外保育バス代の村負担など、保護者の経済的負担の軽減を図ります。 

また、保護者会活動の活性化を支援し、子育てに対する意識の高揚を図るとともに、発達遅滞等

の困り感のある幼児への対応の充実を図ります。 

・幼稚園バス運行委託料（６，５８３千円） 

  ・園外保育バス借り上げ料（４０８千円） 

  ・幼稚園副食給食及び預かり保育完全給食運営事業（７，８９５千円） 
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◆点検・評価の結果 

 ○：成果が上がった。概ね達成できた。  ●：努力を要する。検討を要する。 

 

１ 教育環境の充実 

○ 保育所においては、所内の給湯設備工事を行い、冬期間における幼児用手洗い場の温水整備と

して、うがいや手洗いを気持ちよく行えるよう整備し、感染予防にもつながりました。また、玄

関広間用エアコンを設置し、幼児や送迎にお出でになる保護者への環境整備を行いました。 

幼稚園においては、預かり保育等で夜間に園児を迎えにくる保護者の安全の確保を高めるため、

駐車場内の外灯設置工事を完了し、安全を確保することに努めました。 

● 今後、若者定住事業により保育所への０歳児等の入所増加が予想され、現在の定数６０名の見

直し、３１年度に保育所を増築し、３２年度からの入所児へ対応できるよう計画します。 

 

 ２ 職員の確保と資質向上 

● 保育所においては、受け入れ乳幼児数の増加を見込み、適正な保育を実施するため、１１名の

臨時保育士を採用しました。しかし、４月に５名でスタートした０歳児が１２月には１６人とな

ったことから、さらに１名の臨時保育士の増員を行いました。 

途中入所の０歳児の増加に伴う職員数の確保が課題となっています。 

  ○ 幼稚園においては、担任二人体制に加え、発達障がいなど特別支援対応の講師１名を増員した

ことから、これまで以上に効果的な幼稚園運営ができました。 

なお、預かり保育に参加する幼児が増加している現状から、今後とも、講師の必要数の確保と

資質の向上に努めてまいります。 

  ○ 昨年度から開始された職員の人事評価制度を効果的に活用し、職員は所長、園長との面談によ

り信頼関係構築と研修に努めてまいりました。 

また、幼稚園では、会津教育事務所の指導主事を招き研修会を実施するなど、最新の幼児教育

の動向を積極的に学びあうことによる資質向上に努めました。 

 

３ 保幼・幼小の連携と継続的支援 

 ○ 今年度から保幼連携として幼児交流を４回実施しました。保育所２歳児が幼稚園を訪問するこ

とにより、入園への期待や遊び交流によるって体験は大きな成果でした。 

また、校園長会、すこやか子育て支援委員会への所長の出席や特別な支援を必要とする幼児に

ついての情報交換を積極的に行うなど、保幼連携に努めました。 

 ○ 幼稚園教育と小学校教育のスムーズな連携（つなぎ）を図るため、教師どうしの授業参観、保

育参観を積極的に行うとともに、特別支援幼小連絡会を開催し、個に応じた支援のあり方や保護

者の考えなどについて情報交換を行うなど、効果的に幼小連携に努めました。 

 ● 今後は、入学までに育てておくべき内容を明確にした幼稚園のアプローチカリキュラムと受け

入れる小学校のスタートカリキュラムが効果的に機能するようさらに研究を進めていく必要が

あります。 
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４ 子育て支援の拡充 

 ○ 昨年度より子育て支援として、幼稚園における「預かり保育料及び預かり保育時における給食

費の減免」を教育扶助として実施しました。該当幼児数は少ないものの、今後とも生活困難保護

者への支援について、きめ細かく対応してまいります。 

○ 年々増加傾向にある発達遅滞や発達障がい児の教育相談を充実させるため、幼稚園、両小学校

等において教育委員会所属の非常勤教育支援員による保護者との面談会を実施しました。このこ

とにより、保護者の理解のもとに学級編成に結び付く相談決定があったことは、信頼関係に基づ

く子育て支援として非常に効果的でした。 

  ● 子育て支援を一層推進するため、今後、住民課が所管する「子育て支援センター」の設立を 

急ぐとともに「ファミリーサポートセンター」などの地域ボランティアを育成し、家庭保育の支 

援や病児保育の受け入れなど、役場全体で子育て支援を推進する体制の構築が望まれます。 

 

◆ 有識者の意見 

  ○ 「緊急的に対応すべき保護者要望」について、環境整備や職員配置など柔軟に対応していると

感じます。全体として組織改革という点では進んでいるので、今後は個人の小さな要望にも耳

を傾ける姿勢が求められます。少数意見は貴重な「気づき」でもあるので、今後とも議論の俎

に挙げてもらいたいと思います。 

○ 幼稚園における担任２人体制＋柔軟な対応のできる講師増員は、先生方の職場環境改善にもつ

ながったのではないかと思います。幼小の連携については、近隣市町村では民間施設もあるため

か、連携があまりうまくできてないところも見受けられます。湯川村は、大変よく連携ができて

おり、優れていると思います。 

○ 職員数の不足や施設整備の充実がなされていないような感じを受けます。 

○ 待機児童がいないように施設の増築等の対応を進めていただきたいと思います。 

○ 幼児交流会は非常にいいことだと思います。これからも継続していただきたいと思います。 

 

【総合評価】 

Ｂ 

 保育所及び幼稚園の施設整備については、少しずつではありますが、計画的に環境改善を

進めることが出来ました。しかしながら、今後、若者定住事業により保育所の入所増加が予

想されますので、保育所の増築及び定員増の計画を進める必要があります。職員については、

臨時保育士や講師等を確保し、極め細やかな幼児教育を行いました。さらに、保幼連携事業

を行い、入園への期待や幼児どうしの遊び交流による体験は大きな成果となりました。 

 また、子育て支援については、年々増加傾向にある発達障がい児等の教育相談を充実させ

るなど、保護者との信頼関係を築く上で非常に効果的でした。今後は、住民課が所管する「子

育て世代包括支援センター」等の設立など、新たな子育て支援を推進する体制の構築が望ま

れます。 
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２ 学校教育の充実 

 

「教育内容、学習・指導方法と学習評価の充実を一体的に進めていく」次期学習指導要領につい 

て研修を進め、児童生徒の確かな学力、豊かな心、たくましい体を育みます。 

特に、幼小中の英語教育の連携を図り、児童生徒の英語力を高めます。 

また、学校教育活動における「生徒指導の機能」を高め、保護者やＰＴＡ、地域と連携して「いじ

め、不登校」の未然防止に努めます。 

老朽化が進んでいる小中学校施設及び設備の現状を踏まえ、修繕内容等を精査しながら、緊急的、

計画的に教育環境を整備するとともに、将来を見据えた施設のあり方について検討します。 

 

 【具体的な事務事業の概要】 

１ 教育内容の充実 

幼・小・中の滑らかな接続と湯川村の郷土性を生かした「バランスある知・徳・体を育む連携教

育」を推進します。 

  幼小中へ配置するＡＬＴの効果的活用と児童生徒の英語力を高めるため、今年度から中学校の英

検は全生徒が自己の能力に応じて挑戦できるよう受検料を助成します。 

学校全体でいじめが発生しない風土づくりを推進するため、「道徳の時間」の充実を要に学校教

育活動のあらゆる場面を通じて、心の教育の充実を図ります。 

  ・外国青年招致（ＡＬＴ配置）事業（７，０４０千円） 

２ 教職員の資質向上 

  村学力向上推進委員会を核として、幼小中連携のもと、各学校の現職教育を支援し、次期学習指

導要領の目指す「主体的・対話的で深い学び」に基づく指導法の改善を図り、児童生徒の高い学力

の維持を推進します。 

また、今年度から両小学校及び教育委員会へ配置しているスクールサポーターの相互交流を図り、

特別支援教育の保幼小中連携を進めます。 

 ・スクールサポーター配置事業（４，１５０千円） 

３ 教育環境の整備 

勝常小学校では、ボイラーの老朽化のため、暖房及び冷房対応のエアコンを各教室、職員室等へ

設置するとともに、笈川小学校の特別教室照明のＬＥＤ化を進めます。 

また、中学校においてはトイレ改修（洋式化、暖房、洗浄）を進めます。 

放課後児童クラブにおいては、支援員の配置をこれまでの２人体制から３人体制とし、支援の充

実を図るとともに小学校教育との連携の充実を図ります。 

  ・勝常小学校エアコン設置工事（４６，４２０千円） 

  ・笈川小学校ＬＥＤ照明設置工事（１，２６１千円） 

  ・中学校トイレ改修工事（１，３３３千円）   

  ・中体連等選手派遣費（４，８７４千円） 

 ・学校給食運営・施設使用負担金（１３，７５１千円） 

  ・児童クラブ運営費（５，６５６千円） 
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◆点検・評価の結果 

 ○：成果が上がった。概ね達成できた。  ●：努力を要する。検討を要する。 

 

１ 教育内容の充実 

○ 全国学力・学習状況調査では、小学校では国語Ａ・Ｂ、算数Ａ・Ｂともに全国平均をほぼ上回

り、３年連続で全国の上位県と並びました。また、中学校においては、国語Ａ・Ｂ、算数Ａ・Ｂ

ともに全国平均とほぼ同程度であり、学力向上策により昨年度課題であった国語科の学力が改善

され全国レベルであることが確認されました。 

○ 英語検定では、今年度から全生徒が能力に応じて受検できるよう検定料の助成を行いました。 

その結果受験者数が増加し、中学３年生の英語検定では、１名の準２級合格者を始め３級の合

格者が８名であり、３級取得率は３８％と昨年度と比較し大きく上昇しましたが、目標の７０％

には到達しませんでした。 

なお、１・２年生において４、５級での合格者が合計７名であり、英検取得者の増加につなが

りました。 

○ 平成３０年度より、学習指導要領では特別の教科「道徳」の時間が実施されることになってい

ることから、小中学校の各学級において、年間１回以上道徳の授業を保護者に公開することを義

務付けるなど、道徳指導について研修を深めました。 

● 今年度も不登校の児童生徒はありませんでしたが、中学校で生徒１名が不登校傾向にあるほか、

保護者の不適切養育によるケース会議開催、匿名による小学校でのいじめの疑い事案１件など、

生徒指導上の課題が見られました。 

また、継続的な要支援の必要な児童生徒や保護者への対応などが散見されますので、今後とも、

関係機関と連携して、一人一人の児童生徒に寄り添う支援を行ってまいります。 

特に、平成３０年度施行に施行される「湯川村子どものいじめ防止条例」及び「湯川村いじめ

防止基本方針」に基づき、児童生徒のいじめに対する防止策を総合的に進めてまいります。 

○ 特別支援教育において、小学校へのスクールサポーターの継続配置、教育委員会への非常勤教

育支援員の配置により、きめ細かな保護者相談を実施することで、保護者との信頼関係の上に立

つ特別支援教育の充実を図りました。 

その結果、平成３０年度から新たに笈川小学校や湯川中学校の知的特別支援学級への入級があ

るほか、新たに自閉症・情緒障がい特別支援学級へ入級が必要な児童がいることから、勝常小学

校への新設について県教育委員会と協議をしましたが、残念ながら平成３０年度からの新設は見

送られました。 

  ○ 学校給食の運営については、会津坂下町立学校給食センターとの連携を図り、適正に実施する

とともに、栄養教諭を派遣していただき、食育指導の充実を図りました。また、村の施策である

「朝ごはん条例」に基づく標語づくりなどを通じて、各学校における食育が推進されました。 

 

２ 教職員の資質向上 

○ 今年度、村学力向上推進委員会では、「子どもの成長や学習の連続性・つなぎ」を重視し、幼

小中の連携教育を進めるため、幼小連携部会、小中連携部会、養護連携部会の３部会を設置し、

学校種間の連携のあり方について研修を進めました。 
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   なお、研修の成果については、研究集録としてまとめ、教職員に配付しました。 

 ● 両小学校合同の宿泊学習中での児童の負傷事故における初期対応、保護者への説明、学習活動

児への配慮などにおいて不適切な事例が見られました。教育委員会として４Ｓ対応（誠意・スピ

ード・組織的・終末確認）の励行を指導していたにもかかわらず、適切に対応できなかったこと

について反省し、事故対応について研修を推進する必要性を痛感しました。 

本事案の該当児童並びにご家族、関係者の皆様に心からお詫び申し上げます。 

 

３ 教育環境の整備 

○ 昨年度から教育委員会が「放課後児童クラブ」を所管することとなり、児童クラブ支援員・補

助員の連絡会を毎月開催し、クラブ事業の運営や問題改善等を協議しながら、両小学校と連携し

て児童の育成に努めました。特に、昨年同様支援員３名、補助員３名を確保しながら、各時期に

イベントを開催するなど充実した運営を図りました。 

○ 笈川小学校においては、昨年度勝常小学校で活用した「福島県省エネ意識向上プロジェクト補

助金」を今年度も利用し、特別教室５室の照明をＬＥＤ化にし、児童への省エネに対する意識や

ＣＯ2の環境改善の取組みに努めました。基準以上の照度が確保されていることから、次年度は

湯川中学校の特別教室のＬＥＤ化を進めます。また、村単独の事業になりますが、普通教室のＬ

ＥＤ化についても検討します。 

○ 勝常小学校においては、昨年度より懸案事項であったボイラー煙突を撤去し、冬期間の暖房設

備としてボイラー施設を廃止し、新たに普通教室等１０室の冷暖房用エアコン設置を行うなど、

酷暑期も対応できるように一年通した環境整備を図りました。 

なお、次年度においては、笈川小学校もオイルタンク耐用年数の経過に伴い、同様にエアコン

設置事業を検討しております。 

○ 湯川中学校においては、校内１、２階の男女トイレを各１台ずつ、温水洗浄付暖房便座に改修

し、トイレの洋式化を図り学校生活における環境整備に努めました。 

 

◆ 有識者の意見 

  ○ 将来を見据えた学校教育のあり方を考える機会として、有識者による講演会の開催を希望しま

す。講師は、村出身の著名な教育者に依頼してはと思います。 

  ○ 笈川小学校では、教室の場所によって風通しが悪い、または良すぎる、と場所に差があります。

できるだけ早くエアコン設置等の教育環境の整備をしていただきたいと思います。 

  ○ 小学校と児童クラブの連携について、配布された文書には「小学校へ提出（連絡）」となって

いましたが、児童クラブでは「それは学校ではなく児童クラブ直接です。」と対応に困る時があ

りました。利用する児童、保護者が不信感を抱かないように情報の共通認識に注意が必要と思わ

れます。 

  ○ 「次期学習指導要領」については、主体的な考え方や行動力が求められている。幼児期からの

英語教育に求めるのは「学力」ではなく「コミュニケーション力」なので、それに注力するだけ

で十分だと感じます。小学校の英語教育では、自ら進んで会話する「積極性」を磨いてもらいた

いと思います。その上で、中学校における英語教育で初めて文法や成語などと結びついて確かな

学力が身につくと思います。英語教育の目的をネイティブな発音に慣れるだけに留まらず、目的
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をはっきりと持って、幼少中と連動する英語教育となるように体制を整えてほしいと思います。

この体制が整えば、湯川村を挙げての独自の取り組みとして十分なＰＲになると考えます。 

また、英語教育はグローバルリーダーの育成や今後の大学入試改革に対応するためにも重要で

あり、更なる充実を図ってほしいと思います。 

  ○ 夏期の酷暑日が増加しており、教職員や生徒児童のためにも、笈川小学校と中学校へのエアコ

ン設置を早急にお願いしたいと思います。エアコン化することにより冬期の室内は乾燥しますの

で、湿度管理もお願いします。 

 ○ 英語検定の助成、トイレの洋式化は引き続きお願いします。 

 

【総合評価】 

Ｂ 

 教育内容の充実については、全国学力・学習状況調査において、小学校では全国平均をほ

ぼ上回り、３年連続で全国の上位県と並びました。中学校においては、全国平均とほぼ同程

度であり、学力が全国レベルであることが確認されました。また、中学校の英語教育の一環

として、今年度は全生徒への英語検定料の助成を行いました。結果としては、昨年度と比べ

受験者数が増加し、それに伴い中学３年生の英検取得状況は、１名の準２級合格者を始め、

３級合格者が大きく増加しましたが、目標７０％には到達しませんでした。また、１、２年

生においては、４、５級の合格者が合計７名あり、英検取得者増加につながりました。今後

も、助成を継続し、目標達成に努めていきます。次に、特別支援教育においては、幼児教育

同様、極め細かな保護者相談を実施し、保護者との信頼関係を図りました。それに伴い、平

成３０年度より新たに笈川小学校や湯川中学校の知的特別支援学級への入級が決定しまし

たが、要望のあった自閉症・情緒障がい特別支援学級の勝常小学校への新設については、平

成３０年度については見送られました。今後とも県教育委員会と協議を進めてまいります。 

教員の資質向上については、村学力向上推進委員会において、「子どもの成長や学習の連

続性・つなぎ」を重視し、学校種間の連携のあり方について研修を進めました。しかしな

がら、今回、両小学校合同宿泊学習中での児童の負傷事故への不適切対応が見られました。

教育委員会として、適切に対応できなかったことについて反省し、全ての教育現場におい

て事故対応についての研修会を実施しました。今回の事例に基づき適切な対応に努めるよ

う各教員間の共通理解を図りました。 

 教育環境の整備については、昨年度より「放課後児童クラブ」を所管し、支援員、補助員

によるクラブ運営や問題改善等を協議しながら、両小学校と連携して児童の育成に努めまし

た。しかし、有識者の意見にもありますとおり、窓口が不透明で、利用する児童や保護者が

不信感を抱かないよう、クラブと利用者との共通理解を図る必要があると思われます。 

また、施設面からは、小中学校において、学校生活の環境改善に努め整備を図りました。

特に勝常小学校においては、各普通教室等にエアコンを整備し、通年を通して快適な環境整

備を図りました。なお、平成３０年度においては、笈川小学校において同事業を計画し、環

境整備に努めて参ります。 
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３ 社会教育、生涯学習・芸術・文化活動の推進 

 

今年度から新たに社会教育主事を配置し、生涯学習全体計画の見直しや社会教育の新たな視点から

集落の活性化、元気づくりを模索します。 

村民ニーズを踏まえ「健康づくり、仲間づくり、生きがいづくり、絆づくり」をキーワードとした

新たな学習プログラムを実施します。また、役場各部署と連携して、村民の各世代が主体的に参加で

きる環境の整備や啓発に努めます。 

公民館及びユースピアゆがわの施設について、安全性の確保や利便性の向上等に配慮した整備を計

画的に進めます。集落の活性化を図るため、各集落が行う事業への補助制度を検討します。 

 

 【具体的方針と事務事業の概要】 

１ 社会教育・生涯学習活動の推進 

これまで実施してきた生涯学習事業、講座、教室の全面的見直しを図り、老若男女が自分にあっ

た学習活動に参加できるよう学習プログラムを開発して実施します。 

また、集落公民館活動の活性化に向けて、調査研究を進めます。 

 ・社会教育主事配置事業（２，６０７千円） 

・生涯学習事業費（謝礼・消耗品）（１，９０３千円） 

 ・芸能発表会委託料（５００千円） 

 ・語学異文化体験事業委託（５００千円） 

２ 伝統・芸術文化の振興 

  全面改訂した湯川村文化、体育振興基金事業に関する要綱の激励金及び助成金制度について周知

啓発し、県重要文化財である勝常念仏踊りをはじめ、文化協会加盟団体の事業の活性化と伝承を支

援します。 

 ・文化体育振興基金事業（９９５千円） 

３ 人材及び団体の育成 

  各種生涯学習推進グループの村文化協会加盟を進めるとともに、生涯学習団体の活動を広報での

紹介等を通じて、組織の活性化を図ります。 

また、湯川村ボランティア支援センターの再編成を図るとともに、新たなボランティア人材の発

掘を図ります。 

４ 生涯学習施設の整備 

  公民館事務室の壁等の改修、ユースピア玄関屋根雪止め設置など安全性の確保を優先的に施設の

改修を進めます。 

  昨年度改修した公民館ロビーや廊下への作品展示を奨励し、村民や訪問者の憩いの広場としての

機能を充実させます。また、新たな書架の設置により、ユースピアゆがわ１階の図書室の利便性を

高めてまいります。 

  ・公民館事務室壁修繕工事（５４０千円） 

・書架及び図書購入費（４１４千円） 

  ・ユースピアゆがわ雪止め設置工事（６４８千円） 
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◆点検・評価の結果 

 ○：成果が上がった。概ね達成できた。  ●：努力を要する。検討を要する。 

 

１ 社会教育・生涯学習活動の推進 

〇 生涯学習講演会については、８月に湯川村合併６０周年記念事業の一環として誘致した大相撲 

  千賀ノ浦部屋の夏合宿に合わせて行い、多くの村民の方に参加していただき好評でした。次年度 

については夏合宿の事業実施主体をどうするのかなど、総合的に判断して検討する必要がありま 

す。 

 ○ 生涯学習カレンダーについては、関係団体などの協力を得て３月に作製し村民の方へ配布出来 

ました。次年度以降も３月に配布するように継続していきます。 

● 少子高齢化に伴う生涯学習事業の見直しについて、今年度は家庭教育（子育て支援）において、 

「キティちゃんの会」を「すこやかキッズゆがわ」へと名称変更し保健センターと連携して行い、 

子育て中（２歳児以下）のお母さんの交流の場を設けることが出来ました。 

しかし、既存の成人教育、高齢者教育においては受講者の減少、固定化等があり、村民ニーズ

の把握など検討する必要があります。 

 

２ 伝統・芸術文化の振興 

 〇 村産業文化祭での村文化協会加盟団体や個人の作品について、展示場所を公民館２階より体育 

館へと変更しました。体育館には幼稚園児や小学生の作品も展示してあることから、一度に全て 

の作品を鑑賞することができ、村民の方より好評を得ました。 

 〇 今まで、スポーツ振興に偏りがちであった「湯川村文化体育振興基金」の大幅な見直しを行い、 

文化団体への助成を支援することができ、今年度は「越後と会津を語る会湯川大会」や勝常念佛 

踊り保存会の「土拍子太鼓修繕」などに助成しました。 

 

３ 人材及び団体の育成 

 〇 村文化協会で今年度も１団体が参加者の減により活動停止となってしまいましたが、新たに１ 

団体が設立されました。今後とも啓発や支援に努めてまいります。 

● ボランティア育成においては、活動停止中の教育委員会所管の「湯川村ボランティア支援セン 

ター」と社会福祉協議会所管の「湯川村ボランティアセンター」があるため、その棲み分けや活 

動内容の調整を行っています。 

   今後は新たなボランティア人材の発掘と、活動内容の検討などを行い学校教育や生涯学習、 

湯川村の文化財案内などに活用できるよう検討を行います。 

 

４ 生涯学習施設の整備 

 〇 公民館事務室の老朽化した壁の塗装を行い、明るい事務室へと整備しました。また、昨年度整 

備したロビーにおいて、村民の方の写真展や埋蔵文化財の展示を行いました。 

 ● 老朽化した外壁や冷暖房施設などいたる所で修繕が必要となっておりますので、計画的に維持 

補修を行い、建物や設備の長寿命化を図ります。 
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◆ 有識者の意見 

○ 生涯学習や芸術、文化活動は活発です。参加者は健康で生きがいを持った生活ができているの

ではないかと思います。その一方で、若い世代の子育て支援はまだまだ検討の余地があるように

思います。例えば、「集落の活性化を図るため、各集落が行う事業への補助制度」の一環として、

小学生の夏休みの子ども会行事を工夫することなどです。一つの集落内では十分な児童数を確保

できないために子ども会行事ができない集落がありますので、近隣の集落同士で合同の子ども会

行事を行う場合についても助成をするなど検討してはどうかと考えます。子どもの行事を通じて

若い世代の親が交流するようになり、子育て支援にも繋がると考えます。学校教育が週５日制に

なって十数年が経ち、スポ少などの活動は活発になったと思いますが、文化的な生涯学習活動も

さらなる充実を図ってほしいと思います。 

○ 大相撲夏合宿は村民にとって新鮮で大好評だったと感じます。 

 

【総合評価】 

Ｂ 

新たに地域の元気、活性化を図るため社会教育主事を配置し、新たな視点での生涯学習 

 事業の見直しや事業の開拓を行い、幼児教育を対象とした「すこやかキッズゆがわ」では、 

住民課保健センターと連携し事業を実施し参加者の拡大・内容の充実を図り好評を得まし

た。しかし、その他の事業については参加者が低調・固定化しており今後も村民への周知な

どを図ります。 

８月に湯川村合併６０周年記念事業の一環として「大相撲千賀ノ浦部屋夏合宿 in 湯川 

村」を実施し、現役力士との交流などを行いました。 

伝統・芸術文化の振興においては、県の無形重要文化財である勝常念佛踊り、村産業文化

祭での村民の作品発表など村民芸術文化活動が活発に行われました。今後も、芸術文化を愛

する個人やグループを掘り起こし、広げていけるよう情報収集や村民ニーズの把握に努めて

まいります。 

人材及び団体の育成においては、各文化団体等の会員数の減少など、抱える諸問題の解消

に向けて取り組んでまいります。 

 また、教育委員会所管の「湯川村ボランティア支援センター」については各方面との調整

を行い活動内容や新たな仕組みづくりを行ってまいります。 

生涯学習施設の整備では、ユースピアゆがわ屋根の雪崩止めの設置など施設整備の改修を

行いました。公民館では、事務室内の壁を塗装し明るい職場環境づくりを行いました。 

今後は、公民館の外壁修繕、２階大ホールの壁紙交換、エレベータ設置等、ユースピアゆ

がわでは食堂や多目的ホール、研修室の空調設備の更新などを計画的に進め、村民の方々の

安全性、利便性と快適性を高めていきたいと思います。 
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４ 文化財保護及び活用の推進 

 

平成２２年度から進めてきた堂後遺跡及び勝常寺旧境内の発掘調査はこれまでの成果を踏まえ、薬

師堂境内において「柱列と溝跡から成る区画施設」の範囲確認調査を行います。 

また、国庫補助による「地域の特色ある埋蔵文化財活用事業」として北田城址から発掘された遺物

の整理と活用を図ります。 

さらに、村指定文化財の適正保存の確認のため、村文化財保護審議委員による文化財パトロールを

行うとともに、村民の皆様の文化財に対する防火・防災意識の高揚と文化財への畏敬の念を育む文化

財防火訓練は、国の文化財防火デーに合わせて、消防団等関係者と連携して実施します。 

なお、若者定住策に伴う開発が包蔵地にかかることから、計画的に試掘調査を実施します。 

 

 【具体的方針と事務事業の概要】 

１ 文化遺産の保護 

   堂後遺跡及び勝常寺旧境内の発掘調査は、第２期調査（平成２７年度～３１年度）が３年目に入

りましたが、今年度は、第６回調査指導委員会の指導に基づき、薬師堂境内において範囲確認調査

を実施します。 

なお、現地説明会を開催し、できるだけ多くの村民の皆様が参加できるよう啓発活動を充実させ

ます。 

また、今年度の「文化財パトロール」は笈川地区を中心に行うとともに、指定文化財の防火訓練

は、国重要文化財「勝常寺薬師堂」での実施を計画しています。 

 ・堂後遺跡範囲確認調査等関連経費（５，８６７千円） 

 ・北田城址など村内遺跡再整理事業等関連経費（２，００６千円） 

 ・村指定文化財管理謝礼等文化財保護費（２，３１８千円） 

 

２ 文化遺産の活用 

  昨年度の勝常寺薬師如来三尊像の国宝指定２０周年事業の成果物である図録「勝常寺の仏たち」

の販売を促進するとともに、勝常寺様をはじめ集落の皆様のご理解とご協力を得て村民の方々が拝

観できるよう計画します。 

平成２６年度から実施している文化財ツアーを継続し、文化財を身近に感じていただけるよう啓

発します。 

 ・文化財ツアーバス借上げ料（２６０千円） 

 

３ 関係機関や地元住民との連携 

  学校教育における村の歴史を学ぶ郷土教育や村民対象の「勝常寺を理解するための学習会」や「米

と文化の里講演会」を実施するとともに、公民館１階フロントや役場庁舎の村民ホールを活用し、

発掘調査遺物展示、指定文化財写真展などを実施し、住民の皆様との連携を一層図ります。 
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◆点検・評価の結果 

 ○：成果が上がった。概ね達成できた。  ●：努力を要する。検討を要する。 

 

１ 文化遺産の保護 

○ 堂後遺跡及び勝常寺旧境内の発掘調査は、第２期調査３年目に入りました。 

今年度は、一昨年発見された古代の溝跡の北東隅が確認され、古代の区画施設の一辺の規

模が判明しました。また今まで確認できなかった 10世紀代の遺物が出土する遺構が発見さ

れるなどの成果がありました。今後も引き続き、調査指導委員会のご指導のもと調査してま

いります。 

 ● 堂後遺跡の今年度の成果を発表する現地説明会を国宝拝観ツアーとともに開催、村内外から２

５名が来跡しました。また、事前申し込みによる村内巡回バスの利用で、来跡者の拡充を計画し

ましたが、乗車人数が確保できず巡回バスは中止しました。今後村内への効果的な周知について

検討してまいります。 

 ○ 若者定住住宅整備事業に係る下樽川西遺跡の試掘調査では、包蔵地内の現況を確認するととも

に必要なデータを収得しました。 

 ○ 今年度の文化財パトロールは、村外での「北田の唐箕」の展示を視察するとともに、笈川地区

の浜崎城跡、勝常地区の北田城跡について現況確認を実施しました。 

 ○ 今年度は上樽川集落の長龍寺において、指定文化財の防火訓練を実施しました。村消防団との

連携のもと、村民の皆様の、身近な文化財に対する防火・防災意識の高揚が図られました。 

 ○ 勝常寺薬師堂屋根の雨漏りなどの確認調査は、所有者である勝常寺や檀徒の皆様のご理解とご

協力を得ながら実施しました。その結果、２ヶ所の雨漏り箇所が特定され、将来計画が予定され

る修理事業への基礎的な情報を得ることができました。 

 

２ 文化遺産の活用 

 ○ 勝常寺薬師如来三尊国宝指定２０周年事業で刊行した図録「勝常寺の仏たち」の販売は、道の

駅と湯川の里に委託、講演会などの事業での販売も展開したところ、100 冊を超える売り上げと

なりました。 

 ○ 平成２６年から実施し、好評となっている村民限定の文化財ツアーは、東京国立博物館で開催

している特別展への観覧ツアーとして実施し、村民の皆様がより参加しやすくなるよう、移動手

段への助成を行いました。 

 

３ 関係機関や地元住民との連携 

 ○ 第７回となる「勝常寺の歴史的価値を学ぶための学習会」は、白岩孝一氏を講師に迎え、村民

対象に実施しました。徳一会津下向の背景について、律令国家の施策や東北辺境の支配形態・

会津の様相といった当時の情勢を交えながら、質疑応答も活発となった学習会が展開されま

した。 

○ 第６回となる「米と文化の里講演会」は、勝常寺薬師堂の屋根確認調査にちなんで、講師

として、堂後遺跡及び勝常寺旧境内調査委員会委員長の濱島正士氏を講師に、仏都会津の寺

院建築をテーマとして開催しました。 
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○ 北田城跡の再整理事業を通じ、北田城跡から出土した古代の遺物に焦点をあてた「今明らかに

なる古代の北田」を公民館１階ロビーで展示しました。 

 

◆ 有識者の意見 

  ○ 勝常寺旧境内の発掘調査については、しっかり推進されていると思います。成果が確認される

まで相当の年数が必要かと思いますが、大切な事業だと思います。 

 

【総合評価】 

Ｂ 

今年度の堂後遺跡及び勝常寺旧境内の発掘調査は、溝跡の北東隅が確認され、北辺の長さ

がおおよそ判明しました。古代の区画施設の規模が明らかになったことは大きな成果で

あります。 

また、若者定住住宅整備事業に係る下樽川西遺跡の試掘調査では、包蔵地内の現況を効率

よく精査することができ、開発側との連携も図ることができました。 

長年懸案事項であった、勝常寺薬師堂屋根の雨漏りについて、所有者である勝常寺や檀徒

の皆様のご理解とご協力を得ながら確認調査を実施できたことは、今後の連携への大いなる

一歩であります。 

堂後遺跡の現地説明会及び国宝拝観ツアー、第７回「勝常寺の歴史的価値を学ぶための学

習会」、「米と文化の里講演会」を実施しました。特に第６回となる「米と文化の里講演会」

は、勝常寺薬師堂の確認調査にちなんで、仏都会津の寺院建築の素晴らしさをアピール

するきっかけとなる事業でした。 

また、東京国立博物館で開催された「仁和寺と御室派のみほとけ－天平と真言密教の名宝

－」拝観ツアーにおける移動手段への助成は、村民が日本の名宝をより身近に感じてもらい、

文化遺産に対し一層関心を高める端緒となりました。 

さらには、本年度から国の補助を受けて開始した北田城跡の再整理のなかで、古代の遺物

に焦点をあてた展示企画を実施したことは、村内にある文化遺産全体への啓発活動の拡充に

つながりました。 

ただし、堂後遺跡の現地説明会など、参加者が減少傾向にある事業も存在することか

ら、開催の周知徹底や方法、さらには魅力ある事業企画ができるよう調査・研究

を進めてまいります。 
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５ スポーツ・レクリエーションの振興 

 

  村民の健康づくりを支援する生涯スポーツの推進に結び付くスポーツ・レクリエーション活動内容

を改善するとともに、県市町村対抗スポーツ大会へ積極的に参加します。 

また、全面改訂した湯川村文化、体育振興基金事業に関する要綱の激励金及び助成金制度について

周知啓発し、より高い目標のスポーツ活動の活性化を図ります。 

スポーツ振興を図る非常勤の公務員であるスポーツ推進委員の活動を推進するとともに村体育協

会及び加盟団体の組織活性化を図るため、指導者育成、講習会等の開催を支援してまいります。 

村営のスポーツ施設の整備については、安全性や利便性の確保や緊急性、財政状況を考慮し、計画

的に整備します。 

 

 【具体的方針と事務事業の概要】 

１ スポーツ・レクリエーション活動の推進 

  既存のスポーツ教室・講座について、村体育協会と連携して、村民の健康づくりの観

点から身近にできる初心者テニス教室、健康ウォーキングや気軽に実践できるラジオ体

操などの普及について検討します。 

また、全面改訂し、平成２９年４月から施行する村文化、体育振興基金激励金に関す

る要綱の運用については、関係団体への理解と周知に努めます。  

・第４１回村民運動会開催委託料（９００千円） 

・第１１回市町対抗福島県軟式野球大会参加委託料（５５０千円） 

   ・第４回市町村対抗福島県ソフトボール大会参加委託料（９５０千円） 

   ・ふくしま駅伝「チーム希望ふくしま」負担金（６００千円） 

２ スポーツ指導者及び団体の育成 

 スポーツ少年団認定員や村体育協会加盟団体の指導者育成講習会参加を支援し、スポー

ツリーダーや指導者の養成支援を行い、各組織の強化を図ります。  

   ・村体育協会補助金（１，７００千円） 

  ・スポーツ推進委員、社会体育推進員報酬（７８５千円）  

３ スポーツ・レクリエーション施設の整備 

  村営スポーツ施設の老朽化、経年劣化に対応して、巡視点検を強化するとともに、緊

急度、要望等を踏まえ計画的に改修整備を進めます。  

  なお、昨年度から実施してきた村営テニスコート改修工事は、今年度で終了となりま

す。 

 ・村営テニスコート管理棟改修、防風ネット整備等（３，９５４千円） 

 ・村営テニスコート照明器具改修（７２５千円）  

 ・村体育館事務室間仕切り工事（２１３千円）  
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◆点検・評価の結果 

 ○：成果が上がった。概ね達成できた。  ●：努力を要する。検討を要する。 

 

１ スポーツ・レクリエーション活動の推進 

● 本年度は既存のスポーツ教室・講座に加え、一般を対象にした初心者テニス教室・  

小学生を対象にしたジュニアテニスレッスンを企画しました。一般を対象にした初心

者テニス教室においては、参加者は少数でしたが概ね好評をいただきました。  

小学生を対象にしたジュニアレッスンにつきましては、参加者が集まらず実施でき

ませんでした。 

● 健康ウォーキングや気軽に実践できるラジオ体操の普及については、湯川村スポー

ツ推進委員会で検討を重ねています。運動会において、スポーツ推進委員がラジオ体

操を先導するように、既存の各種村民スポーツ事業において、準備運動としてラジオ

体操を取り入れることや、集落の介護予防事業で取り入れるなど啓発を進めてまいり

ます。 

なお、スポーツ推進委員自身のラジオ体操のスキルアップを目指していきます。 

○ 文化体育振興基金の運営については、関係団体からはご理解をいただき今年度から

激励金事業、助成金事業と明確化を図りました。  

○ 市町村対抗軟式野球大会及びソフトボール大会に湯川村としてチームを編成して

参加しましたが、残念ながら１回戦敗退となりました。両チームともに次年度に向け

て練習を開始しています。 

今年で５年目を迎えるふくしま駅伝では、７町村で編成する「希望ふくしま」とし

て参加し、湯川村から６人の選手が選ばれ走者として活躍し、湯川村の知名度を上げ

ました。特に、中学生の時に参加した選手が高校でも陸上競技を続けて、今回参加し

たことは、湯川村選手の確保につながることとして評価されます。  

また、今年度は、湯川村教育委員会が「希望ふくしま」実行委員会の事務局を担当

しました。教育委員会職員４名、スポーツ推進委員６名、保護者２名が１泊２日でチ

ーム運営の中心となって活躍しました。 

 

２ スポーツ指導者及び団体の育成 

 ○ スポーツ推進委員については、両沼地区スポーツ推進委員研修会に９名、会津若松

市で開催された福島県スポーツ推進委員研修大会に４名参加し、積極的な活動が見ら

れました。 

スポーツ少年団認定員育成講習会が湯川村で開催され、６名が合格したほか、ジ 

ュニアリーダースクールに１１名が参加するなど、指導者養成事業への意欲的な参加

が見られました。これらの参加にかかる経費の一部について、体育協会を通じて助成

を行いました。 

今年度初めて村スポーツ少年団の指導者交流会を行い、指導者同士の情報共有を図

りました。今後とも、指導者としての資質向上に繋がる研修会を開催していきます。 
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３ スポーツ・レクリエーション施設の整備 

○ 昨年度実施したテニスコート改修工事に続き、今年度は、管理棟の改修工事、電  

源盤の更新、駐車場白線引きを行い、テニスコートの改修は完了しました。  

なお、改修されたテニスコートは、会津若松市で開催された全国高等学校体育大会  

テニス競技の練習会場としても使用され好評を得ました。 

このほか、村営テニスコートや体育館事務室のパーテーションの更新など、村営ス

ポーツ施設の整備を計画的に実施しました。 

 

◆ 有識者の意見 

○ 生涯スポーツの推進に伴う施設の整備を進めていただきたいと思います。 

  ○ 小さな子どもたちでも体を動かせるようなレクリエーション施設の建設の検討をしていただ

きたいと思います。 

 ○ 小学校のジュニアテニスレッスンは、数名の申し込みがあったが、中止になったと認識をして

おります。思うように参加者が集まらなかったことの検証はしたのでしょうか。整備されたテニ

スコート施設の有効活用も考え、中学校における部活動種目の協議も必要ではないでしょうか。 

  ○ 各スポーツ大会等で通知から申し込みまでの期間が短く、社会体育推進員のとりまとめが間に

合わないものがありました。全体的に余裕を持った案内ができれば、社会体育推進員の負担も軽

減、また、参加数も増えるのではないかと思います。 

 ○ スポーツは大変盛んで、村民の意識も高いと感じています。小学生からのスポーツ少年団につ

いては、児童数の減少から、勝常地区と笈川地区の合同チームを結成することを検討してはどう

でしょうか。 

 ○ スポーツ少年団が活動的で、小学校からの積極的な運動や団体活動が、中学校部活動での大会

好成績につながっていると思います。今後も積極的な支援をお願いします。 

【総合評価】 

Ｂ 

 スポーツ・レクリエーションの振興は村民の皆様の健康づくりや集落の絆づく

りを後押しするものであり、実態と要望を踏まえて、施設の整備、指導者や団体

の育成、スポーツ大会や新たなスポーツ教室の開催を進めてまいりました。 

 村の代表として参加した市町村対抗スポーツ大会である、軟式野球大会、ソフ

トボール大会、駅伝大会では湯川村の代表として湯川村をアピールすることがで

きました。特にふくしま駅伝大会においては湯川村から６人が選手として走り、

湯川村選手同士の襷リレーなど湯川村選手が大いに活躍した大会となりました。 

 一方、スポーツ大会及び教室においては参加者が減少傾向にあり、出場条件の

緩和や余裕を持った参加者の募集など、参加者拡大のため研究が必要です。 

 指導者及び団体の育成については、今年度スポーツ推進委員の積極的な研修の

参加があり、継続してスポーツ推進委員の積極的な参加を啓発してまいります。

さらには、体育協会を通じて、村民のスポーツ人口の基礎となるスポーツ少年団

活動の積極的な支援と指導者育成や種目団体の強化に取り組んでまいります。 

 今後は、各スポーツ活動の拠点となるスポーツ施設の計画的な整備及び施設の

有効活用ができるスポーツ活動のプログラム研究に取り組んでまいります。  
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湯川村教育委員会の点検・評価実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「地

教行法」という。）第２６条の規定に基づき、効果的な教育行政の推進を図り、村民への説明責任を

果たすため、湯川村教育委員会（以下［教育委員会］という。）が実施する重点施策等の取り組み状

況の点検・評価について必要な事項を定めるものとする。 

（点検・評価の対象） 

第２条 点検・評価の対象は、教育委員会の活動状況及び毎年度教育委員会が策定する重点施策及び事

務事業とする。 

（点検・評価の実施方法） 

第３条 点検・評価は、毎年度実施するものとする。 

２ 教育委員会の活動状況については、教育委員会の開催状況や研修活動などを総括する。 

３ 重点施策については、所管部署から意見を聴取し、成果や課題を整理して評価するとともに、当該

年度以降の方向性について総括する。 

（報告書の作成及び公表） 

第４条 教育委員会は、点検・評価を行ったときは、その結果に関する報告書を作成するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の規定により作成した報告書を村議会に提出するとともに、村のホームページ

掲載等の方法により村民に公表するものとする。 

（教育に関し学識経験を有する者の知見の活用） 

第５条 教育委員会は、地教行法第２６条第２項に定める教育に関し学識経験を有する者の知見の活用

を図るものとする。 

２ 教育に関し学識経験を有する者については、教育委員会が委嘱する。 

（村民の意見及びその反映等） 

第６条 教育委員会は、公表した報告書について村民から意見があった場合には、施策または点検・評

価に適切に反映させるよう努めるものとする。 

（点検・評価による改善） 

第７条 教育委員会は、毎年度、点検・評価のあり方について検証し、その課題を把握するとともに、

事務事業評価等を勘案し、その改善に努めるものとする。 

（委任） 

第８条 この要綱に規定するもののほか、点検・評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成２５年３月６日から施行する。 

２ 湯川村教育評価委員会設置要綱（平成２１年教育委員会告示第１号）は廃止する。 
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